
当医院からのご案内 
 

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方(支)局に届出を行っ

ています。 

 

■電子的診療情報連携体制整備加算 

当院はオンライン資格確認により取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制

を整えています。また、診療情報共有サービスの導入により、質の高い診療を実施す

るための十分な情報を取得・活用して診療を行っています。 

診療報酬明細書を患者様へ無償で交付しています。 

 

■短期滞在手術等基本料１（短手 1） 

当院は、白内障手術などの日帰り手術を行う環境および手術などに必要とされる、 

術 前・術後の管理基準を満たしています。 

 

■コンタクトレンズ検査料 1（コン 1） 

当院は、「コンタクトレンズ検査料 1」の施設基準に適合している旨、届出を行ってい

ます。また、厚生労働省の施設基準に定める眼科診療経験数を有しています。 

 

■緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）（緑内眼ド） 

当院は、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術に対応する施設基準を満たしておりま 

す。この手術は、緑内障用の点眼薬を使っている方が白内障手術を受ける際に推奨さ 

れている手術法です。 
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